
短期⼊所療養介護 別表

１．基本型  介護報酬に係る基本費⽤（利⽤者負担１割分／⽇額） （円）

１割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割

施設サービス費 個室 764 1,527 2,291 813 1,625 2,437 876 1,752 2,628 931 1,862 2,793 985 1,969 2,954

施設サービス費 多床室 842 1,684 2,525 893 1,785 2,677 958 1,915 2,872 1,011 2,022 3,033 1,067 2,134 3,201

２．在宅強化型 介護報酬に係る基本費⽤（利⽤者負担１割分／⽇額） （円）

１割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割

施設サービス費 個室 831 1,661 2,492 906 1,811 2,717 972 1,943 2,915 1,032 2,063 3,094 1,089 2,178 3,267

施設サービス費 多床室 915 1,830 2,744 993 1,986 2,979 1,059 2,118 3,176 1,118 2,235 3,353 1,178 2,355 3,532

３．介護報酬に係る加算費⽤（利⽤者負担１割分／⽇額） （円）

１割 ２割 ３割
夜勤職員配置加算 25 49 73

個別リハビリ加算 244 487 730

認知症ケア加算 77 154 231

緊急短期⼊所受⼊加算 92 183 274

重度療養管理加算1 122 244 365

重度療養管理加算2 61 122 183
在宅復帰・在宅療養⽀援機能加算Ⅰ 52 104 156
在宅復帰・在宅療養⽀援機能加算Ⅱ 52 104 156

送迎加算 187 373 560

⼝腔連携強化加算 51 102 153

総合医学管理加算 280 560 839

療養⾷加算 9 17 25

⽣産性向上推進体制加算Ⅰ 102 203 305

⽣産性向上推進体制加算Ⅱ 11 21 31

サービス提供体制強化加算Ⅰ 23 45 67

サービス提供体制強化加算Ⅱ 19 37 55

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6 12 18

処遇改善加算

４．介護保険給付外サービス「その他の費⽤」（利⽤者負担１０割分）

⾷費 １⽇
⽇⽤品費 １⽇
教養娯楽費 １⽇
散髪代 １回
顔そり代 １回

５．居住費

施設サービス費 個室
施設サービス費 多床室

６．⾷費

②  1,300円
300円 600円 1,520円

①  1,000円

490円 490円 1,310円 1,668円
0円 370円 370円 377円

項⽬ １段階 ２段階 ３段階 ４段階

 計画にはない緊急の短期⼊所を受け⼊れた場合

 要介護４・５で厚⽣労働⼤⾂の定める利⽤者に対し医学管理のもとサービスを提供した場合

 送迎を⾏った場合（⽚道）

項⽬ １段階 ２段階 ３段階 ４段階

実費  希望して参加するクラブ活動及び創作活動や⾏事等に使⽤する物品代
1,500円  散髪のみ
1,000円  顔そりのみ

1,520円
200円  快適に過ごすために必要な物品費⽤

◎ご利⽤状況に応じて、上記加算分をご負担いただく場合があります。
◎⾦額は法令で定められた単位を元に算出した額で、利⽤⽇数や回数により異なります

項⽬ ⾦額 備考

 介護職員の総数のうち介護福祉⼠のものが８０％以上⼜は勤続１０年以上の介護福祉⼠が３５％以上

 看護・介護職員の総数のうち常勤のものが６０％以上

 職員の総数のうち勤続７年以上のものが３０％以上

 朝⾷420円 昼⾷550円 ⼣⾷550円 （１⾷毎）

左記計算の１割⼜は２割、３割  1カ⽉利⽤した総単位数の  Ⅰ 8.6％  Ⅱ 8.3％  Ⅲ 6.6％

要介護５
項⽬

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

要介護５

 在宅復帰・在宅療養⽀援等指標の合計値が40以上

 在宅復帰・在宅療養⽀援等指標の合計値が70以上

項⽬
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

 ２０⼈のご利⽤者様に対して１⼈の割合で夜勤者を配置した場合

項⽬
⾦額

備考

 ⼊所⽇から３か⽉以内に集中的にリハビリを⾏った場合

 ⼊所⽇から３か⽉以内に集中的にリハビリを⾏った場合

 要介護４・５で厚⽣労働⼤⾂の定める利⽤者に対し医学管理のもとサービスを提供した場合

 事業所と⻭科専⾨職の連携の下、介護職員等による⼝腔衛⽣状態及び⼝腔機能の評価の実施、利⽤者の同意の下の⼦改良期間及びケアマネジャーへの情報提供をした場合

 Ⅱの要件を満たし、⾒守り機器等のテクノロジーを複数導⼊している場合

 ⽣産性向上委員会を設置し、⾒守り機器等のテクノロジーを1つ以上導⼊している場合

 糖尿病⾷、腎臓病⾷等、厚⽣労働省が定める療養⾷を提供した場合

 治療管理として投薬、検査、注射、処置等を⾏い、かかりつけ医に対し、必要な情報の提供を⾏った場合


